
令和７年度 第１回八幡市地域密着型サービス運営協議会 議事録 

 

日時：令和８年２月１6日（月）1４時～1４時３０分 

場所：八幡市役所 会議室 5-2 

出席者：委員 1１名、事務局５名 

議題：（１）八幡市地域密着型サービス運営状況について 

   （２）令和７年度運営指導について 

配布資料：資料１ 八幡市地域密着型サービス運営状況について 
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（１）八幡市地域密着型サービス運営状況について 

 

事務局より資料１「１．八幡市地域密着型サービス事業所一覧」につい

て、説明。 

 

紹介していただいた事業所の電話番号の横に指定有効期限とありますが、

どういった意味でしょうか。 

 

地域密着型サービスは保険者である八幡市に指定申請を行い、市が指定し

た事業として活動していただいています。こちらの有効期限に関しまして

は、その指定の有効期限という意味となり、事業の更新をされる場合は期

限前に手続きをしていただく必要がございます。 

 

それは利用者の方が行う手続きでしょうか。 

 

こちらの申請は事業所が市に対して手続きを行うものになっています。 

 

例えば資料に記載されている京都ひまわり園は指定有効期限が令和 10年 4

月 30日となっていますが、事業所が更新されなかった場合、この施設が

なくなるという理解になりますか。 

 

事業所がなくなるということではなく、市の指定を取っていない事業所は

介護保険を活用した事業が出来なくなるので基本的には更新していただく

必要がございます。私たちが所持している運転免許証と同じで更新しない

と失効します。事業所は都道府県と市町村が認可している２種類があり、

地域密着型サービスは市町村が認可となります。京都ひまわり園の有効期

限が令和 10年 4月 30日までということで、ほとんど事業所は有効期限

の２ヵ月前に手続きされています。 
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その他、ご質問等はありますでしょうか。また、地域密着型サービス事業

所の現状や課題等があれば、ご発言をお願いします。 

 

ぽんぽこに関しては、通所介護・訪問介護・短期入所を提供しています。

現状は利用者の方が入院の方が増え、利用者が減少しています。少人数で

はありますが、利用者の要望にお応えできるよう営業しております。 

 

何か課題はありますか。 

 

課題は過度にサービスを行ってしまう部分であると感じています。職員全

員で対応することになるのでしんどいと感じる部分もあります。 

 

小規模多機能型居宅介護というのは平成 18年から開始されていますが、

島根県が国に先駆けて「通い」「宿泊」「訪問」を組み合わせたケアを行っ

ていた事例があり、全国に波及した経過があります。 

一方で、在宅サービスが利用出来なくなります。ただ宿泊や通いといった

多岐にわたるサービスに対応出来るので、今お話があったように職員が過

度にサービスしてしまうということもあります。そう言った部分の兼ね合

いが非常に難しいと感じながらも、利用される方は住み慣れた地域で安心

して過ごせるというコンセプトであると理解しています。 

 

第 9期介護保険事業計画では既存サービスを維持することとしております

が、現在のサービス利用量や人数等を踏まえ、第 10期介護保険事業計画

に向けて地域密着型サービス事業所の事業所数等の検討をしてまいりたい

と考えています。 

 

他によろしいでしょうか。 

 

―質疑なし― 

 

（２）令和７年度運営指導について 

 

事務局より資料１「２．八幡市地域密着型サービス運営指導について」、

説明。 

 

この運営指導は抜き打ちで行うのか、毎年持ち回りのような形で行われる

のか等について、教えてください。 

 

運営指導日の１か月前までには事業所には通知させていただいておりま
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す。最低でも６年に１回は運営指導を行う必要があるため、市の方で通知

しています。 

 

例えば、事業所内部通報や相談から随時対応する事例はあるのでしょう

か。 

 

運営指導は介護保険制度の適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の

確保のために行われます。この運営指導は相手の任意の協力を前提に行わ

れる行政指導となります。運営指導を行った結果については、法令等の解

釈誤り等により人員や施設または運営に改善を要すると認められる事項に

ついては文書により根拠を示して改善指導を行います。指導の結果、基本

報酬や加算の返還が生じる場合がございます。また、指導の種類には文書

指導・口頭指導・助言の３種類があり、文書指導については期日を設定

し、早々に改善するように指導を行っております。 

運営指導の中で不正請求等の疑いが発覚すれば監査に移行されますが、本

市では監査に移行した事例はございません。 

 

その他、質問等ございますか。 

 

―質疑なし― 

 

以上で協議会を閉会します。ありがとうございました。 

 


